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平成２５年度 石狩市教育委員会会議（１０月定例会）会議録 

 

平成２５年１０月３０日（水）       開 会 午後 １時３０分 

第２委員会室 

 

○委員の出欠状況 

委  員  氏  名 出席 欠席 備     考 

委員長  徳 田 昌 生 ○   

委 員  門 馬 冨士子 ○   

委 員  松 尾 拓 也 ○   

委 員  山 本 由美子 ○   

教育長    鎌 田 英 暢 ○   

  

○会議出席者 

役     職     名  氏    名 

生涯学習部長 百 井 宏 己 

生涯学習部次長 柴 口 史 子 

総務企画課長 上 田   均 

学校教育課長 蛯 谷 学 俊 

社会教育課長 東   信 也 

文化財課長 工 藤 義 衛 

厚田生涯学習課長 池 垣   旬 

浜益生涯学習課長 尾 崎   巧 

教育支援センター長 西 田 正 人 

学校給食センター長 成 田 和 幸 

市民図書館副館長 丹 羽 秀 人 

市民図書館副館長 板 谷 英 郁 

生涯学習部参事 千 葉 則 理 

総務企画課総務企画担当主任主査 吉  田  雅  人 

総務企画課総務企画担当主査 髙 石 康 弘 
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議事日程 

 

日程第１ 会議録署名委員の指名  

 

日程第２ 教育長報告 

 

日程第３ 報告事項 

① 平成２５年度全国学力・学習状況調査結果について 

② 奨学金に関するアンケートについて 

③ 科学の祭典ｉｎ石狩２０１３の開催について 

④ 学校施設の被害について 

⑤ 学校の指導に関する報告について 

 

日程第４ その他 

 

日程第５ 次回定例会の開催日程 

 

 

開会宣告 

 

（徳田委員長）ただいまから、平成２５年度教育委員会会議１０月定例会を開会

します。 

 

 

日程第１ 会議録署名委員の指名 

 

（徳田委員長）日程第１ 会議録署名委員の指名ですが、門馬委員にお願いしま

す。 

 

 

日程第２ 教育長報告 

 

（徳田委員長）日程第２ 教育長報告を議題とします。教育長から報告をお願い

します。 

 

（鎌田教育長） 
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９月２６日 キャンベルリバー市友好都市訪問団来日（～１０／１） 

９月２８日 鮭供養祭 

俳句のまち～いしかり～コンテスト表彰式  

一般の部２８名、こども俳句コンテスト 小３７名・中３２名 

第５０回石狩さけまつり 

石狩・キャンベル・ワニノ姉妹都市提携覚書調印式・周年祝賀会 

１０月 ４日 平成２６年度当初人事異動に伴う教職員人事面接（延べ６日） 

１０月 ６日 第１５回ＭＯＡ美術館石狩児童作品展表彰式 

１０月 ７日 新任教育委員辞令交付・臨時教育委員会会議 

１０月 ９日 道教育委員学校視察（花川小学校・紅南小学校） 

１０月１２日 絵でつたえよう！わたしのまちのたからもの絵画展 

１０月１３日 映画「じんじん」石狩上映会 ４４６名 

１０月１４日 市民カレッジ５周年記念式典 

１０月１８日 管内教育委員会協議会研修会 

１０月１９日 第５８回市民文化祭（舞台部門）（～２０日） 

１０月２０日 石狩市・恩納村友好都市提携調印・中学生交流訪問（～２３日）    

１０月２６日 第１４回市民図書館まつり（～２７日） 

       第２回調べる学習コンクール表彰式 

１０月２７日 輪島市・名取市立図書館友好調印式 

１０月２８日 平成２６年度教職員人事異動に関する道教委石狩局との協議          

１０月２９日 生振小全道書道コンクールほか受賞報告 

 以上です。 

 

（徳田委員長）ただいま、教育長から報告がありましたが、この件について、ご

質問等ありませんか。 

 

質疑応答 

（門馬委員）決算委員会では、どのような質問があったのですか。 

（百井部長）決算の審査ですので、基本的には、予算が有効に使われたかどうか

がポイントとなるわけですが、そのような数字だけではなくて、実施した事業の

内容や今後の方向性などについても幅広く審議されているところです。教育委員

会関連では、学校教育関係の質問が多かったことから、主立った所を蛯谷課長か

ら説明いたします。 

（蛯谷課長）学校教育課所管の質問内容について、何点か説明いたします。一つ

は、学校での指導における人的支援についてです。エキスパートサポーター、学

力向上サポーター、学生ＳＡＴなど、退職教員や教職員免許を持つ方、将来教員
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を目指す学生、さらには地域の教育に関して支援をしてくださる方を学校の状況

に応じて配置し、例えば、習熟度別指導、朝や放課後、長期休業中での補充学習

等の場面で、個々の子どもに応じたきめ細やかな支援を行ったところですが、そ

の内容についての質問です。また、教育ＩＣＴ関連で、情報機器などを学校教育

に活かす取組ということで、特に石狩市では、紅南小において、総務省のフュー

チャースクール事業で、タブレットパソコンを一人一台ということを行っていま

すが、当事業の検証を踏まえ、今後どのような整備の仕方が望ましいかというこ

とも検討しています。特に実物投影機、昔で言うとＯＨＰに近いものですが、こ

れは、テレビに直ぐに映せるような機器で、市では２３年度から３カ年かけて、

普通教室に１台ずつ整備しています。このような事業の概要やどのように活用さ

れているのかというような質問があり、それぞれ答弁しました。他には、昨年か

ら中学校保健体育で武道が必修化となり、本市では、８校中６校が柔道を採用し

ていますが、柔道の授業に当たっては文部科学省、道教委ともに、けがが多い競

技であるので安全に配慮した指導体制の確保について指導されています。そうい

った指導の状況はどうであったのかという質問について、本市では、有段者を必

ず入れることとなっており、必ずしも各学校に有段の教員がいるわけではないの

で、そういった場合には、市の柔道連盟にご協力をいただき、安全体制を整えな

がら実施し、昨年度は事故がなかった旨を答弁しました。以上です。 

（百井部長）他課所管分についても、それぞれ質問がありましたが、総務企画課

については、学校の防犯カメラの設置状況など、文化財課については、資料館の

利用状況について、図書館では学校図書館に関することなど、教育支援センター

関連では、特別の支援の必要な場合における就学時相談等に係る福祉部局との連

携について、本市では、発達支援センターや子ども相談センターがあるので、そ

れらと連携しながら行っている旨を答弁しました。給食センターについては、給

食費の不納欠損、これは、滞納繰越額の一部について、一定の理由により徴収不

能となったことを表示する決算上の事務取扱のことですが、この不納欠損額につ

いての質問がありました。以上です。 

（松尾委員）道教委の委員が学校を視察されたということで、教育委員の方が、

他市と比較して、本市がどのように見えているのかということも含め、何か視察

の時に感想など、お話がありましたでしょうか。 

（鎌田教育長）時間も限られていましたので、紅南小のフューチャースクールの

関係、ＩＣＴについての学校からの説明と、花川小の学校力向上の取組について

の説明に終始した感じで進みましたので、特に感想などはなかったです。 

（徳田委員長）今の関連ですが、今回の視察は、こちらから推薦したということ

ではなく、道教委の方から具体的にこの学校のこの事業を見たいという要望があ

って行われたものなのですか。 
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（鎌田教育長）はい、道教委の方で紅南小と花川小を視察したいとの申出があり

ました。この２校の取組については、対外的にも注目されておりますことから、

今回もそう言った感じで実施されました。 

（門馬委員）教職員の人事について、３日に面接が終わったとのことですが、今

後はどのような日程、作業で人事の件が進むのか概要の説明をお願いします。 

（鎌田教育長）教職員人事では、一定のルールにより異動対象者というのがあり、

この対象者について、面接を行いますが、それについては、この間で市内全ての

先生について終了しました。また、一昨日、石狩教育局との協議があり、あらか

たの当方の意向、各面談を終えた結果の市教委としての考え方を伝え、協議を終

えました。今後は、年内に校長、教頭、一般職についての石狩教育局による面談

が行われることとなっています。そして、年明けにその結果も踏まえ、市教委と

の協議を終え、異動について決定される手続となっています。 

 

（徳田委員長）他に質問等がないようですので、教育長報告を了解ということで

よろしいでしょうか。 

 

異議なし 

 

（徳田委員長）ご異議なしと認め、教育長報告を了解しました。 

 

（徳田委員長）以上で、日程第２ 教育長報告を終了します。 

 

 

日程第３ 報告事項 

 

（徳田委員長）日程第３ 報告事項を議題とします。 

 

① 平成２５年度全国学力・学習状況調査結果について 

 

（徳田委員長）報告事項①平成２５年度全国学力・学習状況調査結果について、

事務局から説明をお願いします。 

 

（柴口次長）平成２５年度全国学力・学習状況調査結果について、報告します。

本年度のこの調査は、小学校の第６学年、中学校の第３学年の児童生徒を対象に

全国の悉皆調査で行われました。以下、本市の結果について説明します。全体の

概要ですが、本市の子どもたちの学力は、依然として全国平均を下回っている厳
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しい状況にあります。平均正答率で見ますと、小学校・中学校とも、いずれの教

科においても全国を上回るものはありませんでした。しかし、昨年に比べ、小学

校では、国語Ａ・国語Ｂ・算数Ａ・算数Ｂの全ての教科において全国との差が縮

まり、大きく改善しました。中学校では、国語Ｂでは後退しましたが、国語Ａ・

数学Ｂで全国との差が縮まり改善がみられました。さらに学校毎では、各教科に

おいて全国平均を上回る学校も増加しております。小学校では昨年と比べ、全て

の教科において、全国平均以上の学校も増加しています。中学校では、国語Ａ以

外で全国平均を上回る学校も増加してきました。小学校・中学校の教科別の結果

から、改善すべき課題を中心に説明します。３頁から５頁に記載した小学校の国

語では、「書くこと」と「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」の領域に

ついて、引き続き改善の必要があります。中でも文章を書く設問には、課題が見

られることから、目的や意図に応じて必要となる事柄を整理して簡潔に書く指導

や資料を的確に読み取り必要な内容を引用して書く指導が必要です。また、これ

までも課題であった漢字の読み書きでは、「読み」に成果が見られたものの、漢字

の「書き」は全国との差が見られることから児童の意欲を保ちながら繰り返し定

着状況を確かめる機会を設ける取組が必要です。６頁から８頁に記載した算数で

は、これまで課題であった四則計算については、改善が見られるようになりまし

た。一方、示された式からその計算の結果が何を求めているのか、筋道を立てて

説明することには課題があります。図形については、辺や面の関係、展開図を基

にした立体の関係を理解することや、基準量、比較量、割合の関係を図に表した

り、□を用いた式で表したりして、数量の関係を捉えることに課題があることか

ら、同様の問題の演習を多く取り入れるなど定着に向けた取組が必要です。９頁

から１０頁の中学校国語では、順序立てて考え、相手の立場に立ってわかりやす

く説明することや、考えを整理して、説明することが課題です。学習した漢字を

各教科の学習や日常の活動等で意図的に活用する、用法を正確に理解し文脈に即

して活用するなど定着のための機会を意図的に設定する必要があります。また、

発展的な問題では、複数の情報を吟味し、必要なものを選び取ることに課題が見

られることから、共通点や相違点をまとめるなど情報を整理し、多面的な見方や

考え方ができるよう、日常生活に関連付けた指導に努める必要があります。１２

頁から１４頁の数学では、基礎的知識の連携や資料を読み取り、論理的な思考に

問題があります。無回答率がやや高く、粘り強く取り組むことに課題があります。

筋道を立てて考えること、資料を読み取り、数理的に考察することを位置付けた

学習、日常生活の中から数学的な考え方が導き出せるような取組が必要です。以

上、小学校・中学校ともに基本的事項の知識理解は改善しており、各学校の取組

が成果に結びついてきていると考えられますが、各教科における全体的な課題と

して、下の学年で習得しておくべき基礎的基本的な技能の定着状況に不十分なも
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のがあり、活用の問題で力を発揮するためにも指導の充実が必要です。本調査で

は、学力だけではなく、家庭での生活習慣や学習習慣を含めた学習状況も調査分

析の対象としています。１５頁から２４頁に記載した児童生徒質問紙からは、家

で宿題をしている小中学生は年々増加しており、家庭学習の習慣に改善が見られ

ますが、全国に比べ、まだまだ少ない傾向が見られます。また、本市において最

も課題である平日３時間以上テレビやＤＶＤを見ている小中学生の割合は、昨年

度からは改善されているものの、テレビゲームも含め依然として全国より高く、

家庭学習とのバランスにおいて大きな課題になっています。一方、教科に対する

意識調査においては、国語、算数、数学の勉強が好きか、大切だと思うかの質問

に対し、小学校・中学校とも肯定的な回答が増加し、学習に向かう意欲の向上が

見られます。２５頁から３４頁の学校質問紙からは、放課後や長期休業中を活用

した補充的学習における積極的な取組や授業改善、指導形態の工夫など努力が見

られます。家庭学習、宿題を与える割合、さらに家庭での学習方法等を具体例を

挙げながら教える取組については、小中学校ともに全道全国よりも高く、取組が

進んでいますが、学力の結果と併せて取組全体の成果と課題を総合的に把握し、

対策を明確にすることが大切であると考えております。以上です。 

 

（徳田委員長）ただいま、事務局から説明がありましたこの件について、ご質問

等ありませんか。 

 

質疑応答 

（松尾委員）説明にあったテレビを見たりゲームをする時間が、以前よりは少な

くなってきているとは言え、まだまだ非常に多いという点について、もう少し家

庭学習に取り組んでもらうための具体的な対策については、それぞれの状況によ

って色々な事があると思いますが、基本的にはどのようなスタンスで取り組んで

いるのかをお伺いします。 

（柴口次長）子どもたちの生活そのものを見直すという点では、昨年度から本格

的に生活リズムチェックシートの記載を年に３回ほど各学校で子どもたちに対し

て、また、ご家庭に向けてお願いしています。各学校では、生活リズムチェック

シートを４月の早い段階から使っていて、例えば、家庭訪問の時に持って行って、

保護者との話し合いの時に、「お宅のお子さんは、こんな所が少しありますね。」

というような話題につなげていく取組をしている学校もあり、工夫をしている学

校も増えてきているところです。また、高学年であれば子どもたち自身にも自覚

をさせるというような意味で稼業期間、学校がやっている期間と長期休業中の両

方について調べるようにしています。一方では、これまでは家庭学習というもの

は、子どもたちの自主性に任せるという傾向が強かったのですが、本市の学力の
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基礎的な部分をきちんと身に付けるという意味でも、昔ながらの宿題という形で、

一定程度子どもたちに必ずやってくるよう、家庭学習の時間を、ある意味では半

強制的に確保するような取組についても行っているところです。 

（門馬委員）昨年と比べて、全国に近づいてきたという、大変嬉しい結果が出ま

した。各学校で非常に努力していただいていると思いますが、最も効果的な方法

とは、一体何だとお考えですか。 

（柴口次長）大規模校と小規模校で取組方は異なりますが、先ずは、学習規律が

きちんとしているということが、非常に高い効果につながることがわかってきま

した。細かく言いますと、例えば、机の上には、何を出すのか、筆入れの中には

何を入れるのかという所から、授業の中の約束事等をきちんとさせることが、非

常に大きく影響することがわかってきました。また、例えば、ノートの指導、き

ちんと書かせる指導が欠かせないことがわかってきました。一つには、物事を簡

潔・端的に表わすことを常に行わせることが大事であること、それから、問題に

正対して答えるという点で、短く答えることも非常に効果が高いということがあ

ります。また、丁寧さ、例えば、算数・数学で間違う箇所を見てみると、補助計

算を非常に乱雑に書いていて、本人が何処を間違っているのかわからない状況が

あることから、ノートにしっかりと書くような指導は、非常に効果が高いことが

わかりました。さらには、習熟度・少人数指導は、欠かせない所です。これを授

業改善、指導改善と併せて、どの単元・時間の学習過程に充てるのが効果的かと

いうことをきちんと計画を立てた上で行う、習熟度・ＴＴが非常に効果的な時間

と、一斉指導した方が効果的な時間を計画的に位置付けて行うことで、非常に高

く効果を発揮するということもわかりました。また、補充指導と家庭学習に関し

ては、いつ、どのくらい、誰がみるのかという課題とセットにして考えないと、

やればやる程良いとはなりません。宿題として出したものについては、きちんと

評価をするという取組を地道に行っていくことが、実は効果的です。成果の出た

学校では、そういったことが網羅されていることがわかってきています。 

（松尾委員）成果を出した学校となかなか出なくてご苦労されている学校がある

中で、今、説明のあった様々な効果的な取組について、市全体として共有すると

いう点では、どう進んでいるのですか。 

（柴口次長）先ずは、学校に全国・全道・石狩市と自分の学校がどの程度、平均

正答率において取れているかという位置関係を学校ごとにお知らせをしています。

それぞれの学校ごとで行っていることの中で、今年は特に、学校全体としての取

組としてもらうということをお願いしています。宿題や様々な取組について、補

充的なものに関する取組、夏休み・冬休みの課題、それから学習規律で持ってく

る物の約束事などを学年、学校の中で統一して行うということをやってもらいた

い、それが非常に全国的にも効果があがっているということをご紹介しながらお
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願いするようにしています。そうすると学年が変わっても、また新たに約束事を

やり直しするということがなく、その積み重ねでできること、また、これは最近

わかってきたことなのですが、特別な支援を要するような児童生徒は、先の見通

しがないと非常に不安になるという傾向性が強いことから、ある程度取組が子ど

もたちにわかる、うちの学校は、「これを持ってきてはいけない」、「机の上はこう

する」、「本はこう読む」というようなことが、学年や担任が変わっても、一定程

度続けられ積み重なっていくことになると効果が高くなります。これまでは、先

生方の力量ややり方に非常に負ってきたところですが、それを今一度学校の中で

話し合いを深め、統一して取り組んでいただくことが高い効果を発揮することか

ら、各学校にお願いしているところです。以上です。 

（山本委員）家での勉強時間とゲームなどをする時間の所ですが、勉強時間は、

小学生であれば、集中してもせいぜい１時間ぐらいだと思うのですが、テレビや

テレビゲームの時間というのをどうにか短くするとなった時に、子どもたちには

とにかく外で遊べという形が一番効果的という気がします。テレビゲームを少な

くして勉強を３時間がんばれというのは、さすがに無理な話ですので、テレビゲ

ームを３時間４時間やっているのを何とか外遊びに変えようという取組が強制的

にでもさせられると効果的ではないかと思うのですが、これは家庭でがんばって

もらうべきものなのかといいますか、学校の方で強制的にでも遊べというような

取組ができないでしょうか。花川小学校では、朝のマラソンというのを半強制的

にさせているおかげで、体力向上にはなっていると思いますが、それは朝の５分

か１０分の話なのですが、そんな感じで何とか少しでもいいので、体力も向上す

るような取組をして欲しいと思いますが、どうでしょうか。 

（柴口次長）体力と学力の関係は、非常に密接なものがあって、体をよく動かす

子どもは、学力も整っていることがわかってきています。各学校では、体力向上

の取組をやっていて、腰の重い児童生徒も何とか外に出るような取組をやっても

らっています。また、北海道全体に言えることですが、天候や通学距離が長いこ

とから登校の際に車で送って来る割合が多く、１年生で入学する時になるべく子

どもに歩かせてくださいとご家庭にお願いする、そして、子どもが億劫がらず体

を動かすというような取組を学校でも常に啓発していかなければならないと思っ

ています。また、昔と違いまして、今の子どもたちは、気軽に外に出て、その辺

にいる子ども同士で遊ぶというようなこともなかなかないので、学校の中で、例

えば大縄や鬼ごっこなど、集団で遊ぶようなことを進めていただく、また、放課

後は補充学習などとのせめぎ合いになりますが、今日の体育館は何年生が使って

よいなどの体育館開放の取組もしていただいています。中学校は部活との関係で、

場所の確保が難しかったりもしています。さらに、子どもたちが外に出て行った

ときに遊べる場所というのは、どこの市も苦しんでいると思いますが、自由に遊
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ぶ場所、子どもはボールを使いたがるのですが、なかなか都会では場所がないと

いう問題もあります。 

（百井部長）子どもと学校のつながりというのは非常に大きいですし、学校で過

ごす時間は非常に多いものですから、学校が中心となって子どもたちをどうする

かというのは一番考えやすいし、考えていかなければならないのですが、もう一

方で地域の受け皿というものもとても大事で、教育委員会の中でも社会教育系で

放課後にスポーツに限りませんが、文化的なことや学習、体力づくりなどをする

事業を実施していることと併せて、例えば、教育分野だけではなくて、福祉分野

においても、児童館などでそういったことに取り組んでもいます。体力づくりに

限定ではありませんが、こども室と教育委員会で連携しながら幅広くやっていま

す。体力づくりなども一つのテーマとして、これからもう少し具体的な施策を考

えてもいいのではとも思いましたので、今後検討していきたいと思います。 

（徳田委員長）関連して私からも、今、家庭でお子さんに１時間以上勉強させる

のは難しいのではないだろうかというお話がありました。確かにそういう面もあ

るのですが、それを家庭だけではなくて、仲間の何人かが集まって、お互いに宿

題をしたり、わからない所を教え合ったり、場合によってはスポーツをして過ご

す、そういう場所がある程度あれば、その面が少しテレビを見る時間とゲームを

する時間も減らすことにつながるのではないかと思っています。具体的に例えば

放課後こども教室を浜益小等でやっていますし、花川南小で、あいかぜ寺子屋教

室もやっています。それも色々な角度から取り組んでいるのですが、これも強制

的には難しいにしても、そういうことを子どもたちにできるだけ勧めて、それを

先生が全てカバーするのは難しいでしょうから、社会教育課や地域の方々がサポ

ートして何とか子どもたちがテレビゲームなどに費やす時間を少しでも減らすよ

うな方法はないかなと、私も以前から思っております。 

（門馬委員）それに関連しまして、子どもの貧困と学力不足というのが全国的に

問題となっていますが、石狩もそういう問題も抱えているとは思うのです。今委

員長がおっしゃった地域の力を使う、これは夢物語ですが、例えば、花川では学

校の先生のＯＢもいらっしゃるし、会社を退職した方もいらっしゃいます。その

方たちの力を何とか子どもたちを相手にする遊びと学習に使えないものかと思う

のです。例えば、私の近所では子どもたちを見ていますと、学校帰りの子どもが

首に鍵をさげているのです。ということは、親は働きに出ていて、うちに帰って

も誰もいないということですよね。この子たちを例えば、「お母さんが帰ってくる

まで、うちに来て一緒に宿題をしない？」ですとか、「一緒に遊ばない？」などの

声かけでもできれば、楽しいのにという思いを持ったこともあるのです。それを

制度的にやるのは難しいかもしれませんが、地域の力を使う、地域の教育力を何

とか学校外でうまく使えないかなと思うのです。あいかぜ寺子屋のように学校の
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中でやるのではなく、うちに帰ってから隣近所の子どもを集めて、小さな寺子屋

をボランティアでやる、そんなことができればいいなという思いがしています。

今年、富良野で行われた全道都市教育委員会委員研修の会場で小グループの話し

合いがあったのですが、その時に稚内市の委員が、親が働きに出ていて忙しいよ

うな子どもを放課後集めて、大学生がボランティアで寺子屋をやっていて、それ

が学力向上に何とか結びついてくれないかと期待していますという話をしていま

した。そんなことも石狩でできないかなという風に夢物語を今、描いているとこ

ろです。 

（徳田委員長）多分それは、私は夢物語ではなくて、やる気があれば色々な形で

アプローチできるのではないかと思います。最初から１００パーセントの形では

できなくても、少しずつそういうものが増えていくと多分方向性は出て来るので

はないかと思います。 

（松尾委員）先ほど説明にあったように、どのように過ごしているかチェックシ

ートを書くなど、学校にやっていただいていることも勿論あると思いますが、学

校の時間が終わった後の過ごし方というのは、学校のコントロール下を離れて

色々な方が色々な形で関わっていますよね。この部分をどう改善していけるか、

どのような方法があるかについては、私たちも勉強や検討しながら、少し継続し

て取り組んでみてもよいテーマだと思います。ここの時間をどのように過ごして

いくかで、学力だけではなく様々な部分で大きな影響がある所だし、考えていく

のが難しい分野でもあるけれども、やらなければならないこともあるし、きっと

やることによって色々な成果が期待できる所でもあると思うので、継続的に勉強

しながら考えていけたらと思います。 

（徳田委員長）良い提言をいただいたと思っております。事務局だけにお任せす

るのではなくて、我々も勉強しながら色々な方法を考えていきましょうというご

提案で、私も大賛成です。できれば、そういうこともやっていければと思います。

最後に私から感想と質問ですが、私が教育委員になる前の印象としましては、石

狩市の学力は全道、ましてや全国に比べてかなり低いという印象を持っていまし

た。それが、昨年度の結果及び今年度の結果を見て、かなり印象が変わりました。

今までの印象は、かなりの市民の固定的な感じだと思いますが、それがそうでは

なくなってきているということが、非常に嬉しく思います。特に今年度の結果で

は、絶対値自身も全国・全道に比べて上向いて近づいている。さらに昨年度に比

べて今年度は、さらにその方向に近づいているという感想を持ちました。これは

携っている教育委員会の方々、学校の先生方の努力が非常に強いのだと思ってい

ます。それは、この学習状況調査を見ておりまして、石狩市の学校は、どのよう

にやっているのかと疑問を持っていたのが、この数値を見ますと非常に努力をさ

れているのが現れています。これは、全国・全道に比べて、例えば家庭学習する
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習慣を付けるようにするとか、宿題を出すとか、そういうことは、かなり高く出

ている面があります。ここについて、私は誤解していた部分がありまして、この

部分は継続的にさらに、これ以上は難しいのかわかりませんが強化して継続する

ことによって、徐々に全道・全国を上回ってくるのではないかと期待しています。

質問は、例えば２８頁の昨年の学力・学習状況調査結果を活用して改善という部

分に関して、小・中とも昨年度より下がってきています。８番目もそうですし、

２９頁の習熟度の少人数教育指導に関しても、中学校で昨年に比べて低くなった

わけです。そういう点が現れたのは、たまたまなのですか。学年が変わることで

先生も変わるので、その学年で共通して、これはあまり良くないから少し変えて

いこうという意識の現れなのか、どのように判断されていますか。 

（柴口次長）全国学力・学習状況調査結果を活用して改善の部分は、今までは出

た問題や調査のまとめから、各学校がそれを使って、できていない部分を選び出

して使ったという捉えだったと思いますが、実は道教委がオール北海道で目指す

目標を立て、全国学力・学習状況調査でできなかった問題から順にとり上げてチ

ャレンジテストとして配信するようになりまして、各学校がそれに取り組むよう

になってきましたので、全国学力・学習状況調査の問題そのものを使うというこ

とでは、回答する側としては減っているという意識なのだと推測します。ここの

中の設問には出てきませんが、実は全国学力・学習状況調査からわかっている課

題の高いものに取り組ませるという点では、全校が時間を見つけて取り組むよう

になっているということが一方では言えます。それから習熟度・少人数指導に関

してですが、これもやってみて非常に効果が高いという所と、結果、分けてみて

効果があがらなかったという所を現在試行錯誤しているところといいますか、例

えば小学校では、習熟度別の指導を増やすよりも、ＴＴとして一つの学級の中で

複数の人間がついて見てあげる方が、より効果が高いという傾向性も見えていま

す。これは、全国的な調査からも言われていることです。一方、中学校では、習

熟度の方が、やや効果が高いというような現在色々調査をされていて、何が効果

が高いということが調査されている段階で、一概に学校がそれをやらなくなった

ということではなくて、状況に応じてそれに足したり引いたりしているというこ

とかと思います。また、中学校では、教科によってＴＴに入る場合に他の教科の

先生が中に入るというようなこともありますので、常に一定の時間を確保するこ

とは、なかなか難しい状況などもあり、年によっては増減するようなこともあり

ます。 

（徳田委員長）特別にその学年では、手を抜いているということではなくて、他

の部分で努力されているということですね。わかりました。それでは、他に質問

等がないようですので、報告事項①を了解ということでよろしいですか。 
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異議なし 

  

（徳田委員長）ご異議なしと認め、報告事項①を了解しました。 

 

 

② 奨学金に関するアンケートについて 

 

（徳田委員長）報告事項②奨学金に関するアンケートについて、事務局から説明

をお願いします。 

 

（蛯谷課長）奨学金に関するアンケートについて、報告します。先ず、このアン

ケート実施の経緯について、説明させていただきます。本市の奨学金制度は、向

学心や能力がありながら経済的事情により就学が困難な学生を支援することによ

って、優良な人材を育成することを目的に創設されました。この制度については、

今後もそのニーズは変らず人材育成に大きな役割を果たすものとして、市として

も事業を継続していきたいと考えているところですが、この制度自体が昭和４９

年に創設されたもので、現在の経済情勢等を踏まえた場合、見直しも含め内容を

検討すべきというご意見が市議会の質疑等で出されているところです。また、国

においても海外で活躍する人材育成の観点から大学の就学に関する奨学金の制度

の創設など、従来の貸与型の奨学金に加え、返還不要の給付型の制度の充実につ

いても検討していると報道されているところです。このような背景から本市の制

度のあり方について、先ず、道内都市の奨学金制度の現状を調査し、国の動向も

踏まえたうえで、本来の目的や国や他の機関の制度との役割分担またはその予算

という視点も含めまして検討する必要があると考え、今年の６月から７月にかけ

て道内関係都市にアンケートを実施したものであります。アンケート結果の概要

について、配付の資料にて説明します。実施期間は、本年の６月２１日から７月

１２日までで、石狩市を始め道内３５都市の奨学金制度の状況について、その概

要をまとめています。始めに奨学金制度の有無についてです。３５都市のうち、

奨学金制度のある都市は２８、ないのは７市となっており、８割程が奨学金の制

度を持っています。制度の数は、一部の都市で複数の制度を持っている関係もあ

り、制度、いわゆる事業数としては３４事業が行われています。内訳については、

下の表のとおりです。給付型制度のみについては、６都市、６事業、貸与型制度

については、１９都市で２１事業となっています。給付・貸与両方の制度を有す

る都市については、３都市、７事業となっています。奨学金の種別については、

３４事業のうち、給付型が９事業、貸与型が２５事業となっており、道内都市が

実施している奨学金制度の約７割は貸与型となっています。次に、奨学生の対象
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者については、本市と同様の給付型の奨学金を有する都市についての結果をまと

めたものですが、学校種別については、大学が６事業、短大が４事業、高等専門

学校が５事業、専修学校が３事業、高等学校が７事業、その他が５事業となって

おります。その他については、大学院や中高一貫校における後期課程です。審議

会の有無については、給付型９事業のうち、奨学生の選考に当たり、石狩市と同

様に審議会などの機関を設けている事業は、８事業あります。約９割が審議会の

制度を設けて奨学生の選考をしております。以上、アンケートの結果について申

し上げましたが、把握した道内都市における状況、国の来年度における奨学金制

度の動向を踏まえ、事務局内部の制度研究を今後も進め、来年度において、市の

関係機関との協議を行い、石狩市として奨学金制度のあり方について方向性を定

め、必要な手続きをとっていきたいと思います。今後、教育委員の皆様にも状況

に応じまして、報告をさせていただき、制度の方向性を定める段階においては、

ご審議も賜わりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（徳田委員長）ただいま、事務局から説明がありましたこの件について、ご質問

等ありませんか。 

 

質疑応答 

（門馬委員）最近の事例で、海外留学は対象になるのかというケースがありまし

たが、今後の制度の検討の中で、海外の大学に在学するいわゆる海外留学につい

ては、どうするのかということは検討するのでしょうか。 

（蛯谷課長）海外留学生については、現時点ではまだ決まっておりません。ご指

摘の事例は、アメリカの大学でしたが、今後、海外留学生の支援については、国

がその部分をかなり意識しており、大学生についても奨学金が貸与型主流の中で、

これからグローバルな時代に活躍する人材を育てるうえでは、ここも意識しなけ

ればと国も考えているところです。また、石狩市の実務面を考えた場合に海外留

学と一口に言いましても、英語圏だけとは限りませんので、それぞれの事案に対

して、この学校が果たして、日本で言うところの学校制度と同等の内容を有する

ものなのか、また、成績など、手続きに必要な事務手続の実際面を考えますと、

事務局のスタッフについても国ほどの確保が難しい部分もありますので、これこ

そ、国との役割分担という点から、市は、市としての役割を担うというところを

意識して方向性を定めることになるかと現段階では考えています。以上です。 

（松尾委員）奨学金については、市の役割として、どういったものを制度に位置

付けるかという根底の部分から考えていかなければならないと思っております。

一点質問ですが、貸与型の場合は、返していただくということになりますが、最

近の新聞等で奨学金がなかなか返ってこないということが色々とあると思います。
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道内の市で貸与型の所で返還率と言いますか、そういった部分を把握しているの

ですか。 

（蛯谷課長）アンケートの中では、回収率については、調査していません。ただ、

担当者に悩みを聞きますと委員の皆様も報道などでご存知かとは思いますが、借

りる時はよいのですが、特に大学生にとっては学費もそれなりの金額ですので、

卒業してから安定した就職先に就けない、就職しても事情があって辞めざるを得

なくなったという時に、今度は返すということが非常に大きな負担となるという

部分が報道でも言われているように、この奨学金制度の一つの課題となっていま

す。そういう点も場合によっては、貸与も間口を広げるうえでは残るのだと思い

ますが、給付というものを少し充実させたいというのが出ております。回収率と

いうことは把握しておりませんが、そういう悩みも聞いておりますし、色々なご

意見もあろうかと思いますが、石狩市は昭和４９年から給付型ですが、これも評

価としては大きいものがありますし、今後の制度を考えた時には、この制度は大

切にすべきではないかと考えております。 

（松尾委員）貸与型とした場合は、返していただく部分で、対象者の方が、どこ

に行ってどうなっているということを捕捉し続けて、返してくださいとお願いし

ていく部分の仕事の量も考えなければならないのかと思います。現状については、

わかりました。 

 

（徳田委員長）他に質問等がないようですので、報告事項②を了解ということで

よろしいですか。 

 

異議なし 

 

（徳田委員長）ご異議なしと認め、報告事項の②を了解しました。 

 

 

③ 科学の祭典ｉｎ石狩２０１３の開催について 

 

（徳田委員長）報告事項③科学の祭典ｉｎ石狩２０１３の開催について、事務局

から説明をお願いします。 

 

（板谷副館長）科学の祭典ｉｎ石狩２０１３の開催について、説明します。でき

たばかりのチラシも本日配付しておりますので、そちらもご覧いただければと思

います。本事業のねらいは、理科離れが叫ばれている地域の子ども達をはじめと

する市民に広く科学に触れ親しむ場を作ろうということで開催しており、今回で



16 

３回目となります。そのために、主催の所に記載のメンバーに集まっていただき、

実行委員会を作り、これまでに数度、実行委員会を開いております。本日も開催

する予定です。メンバーは、徳田委員長も入っておられます「サイエンスアイ」

や学校関係者、行政の関係者で構成されております。開催期日は、平成２５年１

１月１７日の日曜日です。昨年は９月に実施しましたが、子ども夢基金の助成を

受けて実施している関係で、今年は１回目の応募の時には採択されず、追加２回

目の応募で助成が決まったことからこの時期となりました。会場は、こども未来

館「あいぽーと」と石狩市民図書館の２箇所です。チラシの裏側に、会場ごとの

内容を記載しています。次に内容についてですが、今年のメインステージは、「空

気の力の不思議」ということで千歳科学技術大学の「理科工房」という方々に協

力していただいて実施します。ブースの中で特に目につくものは、今、本市で話

題となっている超電導について、サイエンスアイの方々と市の環境室において、

ブースを設けることとなっています。委員の方々も時間の都合がつきましたら是

非お越しいただければと存じます。以上です。 

 

（徳田委員長）ただいま、事務局から説明がありましたこの件について、ご質問

等ありませんか。 

 

（徳田委員長）質問等がないようですので、報告事項③を了解ということでよろ

しいですか。 

 

異議なし 

 

（徳田委員長）ご異議なしと認め、報告事項③を了解しました。 

 

④ 学校施設の被害について 

 

（徳田委員長）報告事項④学校施設の被害について、事務局から説明をお願いし

ます。 

 

（上田課長）報告事項④学校施設の被害について、口頭でご報告をいたします。 

今月１０日、木曜日の未明に緑苑台小学校の校舎２階廊下のガラス２枚が投石に

より破損する被害が発生しました。午前６時頃、出勤した職員が被害を発見し、

警察に通報するとともに被害届を提出しております。昨年、学校施設の被害を防

止する目的で、防犯カメラを設置しており、それ以降、被害がしばらくなかった

のですが、残念ながら今年度、初めての被害となりました。なお、防犯カメラの
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映像を確認しましたが、人物は映っていませんでした。最近市内では、不審火等

が発生していることもあり、警察・消防署でも警戒を強化すると聞いております。

以上です。 

 

（徳田委員長）ただいま、事務局から説明がありましたこの件について、ご質問

等ありませんか。 

 

（徳田委員長）質問等がないようですので、報告事項④を了解ということでよろ

しいですか。 

 

異議なし 

 

（徳田委員長）ご異議なしと認め、報告事項の④を了解しました。 

 

 

報告事項⑤の審査を非公開とする件について 

  

（徳田委員長）報告事項⑤につきましては、学校の指導に関する報告についてで

あり、教育委員会会議規則第１５条第１項第１０号に該当しますので、非公開案

件として、後ほど審査いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

異議なし 

 

（徳田委員長）ご異議なしと認め、非公開とすることに決定しました。 

 

（徳田委員長）以上で、日程第３ 報告事項を終了します。 

 

 

日程第４ その他 

  

（徳田委員長） 日程第４ その他を議題とします。事務局から何かございませ

んか。 

 

① 学校等訪問の実施について 

 

（上田課長）学校等訪問の実施ついて、報告します。この事業については、教育
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委員の視察研修、教育現場把握の一環として、毎年、その時々の優先課題を勘案

しながら実施しています。昨年は、緑苑台小学校の授業やリニューアルした学校

図書館を見学し、児童と一緒に給食を食べたほか、砂丘の風資料館、当別町教育

委員会の学習会を見学してきました。今年度の視察については、第２給食センタ

ーの建て替えが喫緊の課題であることを踏まえ、施設の状況や調理している様子

を、また、本町・八幡地区の学校施設の状況を見ていただき、お昼に児童と給食

を食べる時間も設定したいと思います。できれば１１月中に実施したいと思って

おります。日程については、会議後に相談させていただきますので、よろしくお

願いします。以上です。 

 

（徳田委員長）ただいま、事務局から説明がありましたこの件について、ご質問

等ありませんか。 

 

（徳田委員長）質問等がないようですので、この件を了解ということでよろしい

ですか。 

 

異議なし 

  

（徳田委員長）ご異議なしと認め、本件を了解しました。 

 

② 文化財保護功労者表彰の受章について 

 

（工藤課長）私から、この度石狩市郷土資料研究会顧問の田中實さんが、北海道

文化財保護功労者表彰をお受けになるということで、報告いたします。文化財保

護功労者表彰というのは、北海道文化財保護協会という所がありまして、北海道

の財界、教育関係者ということで昭和４０年に結成され、それ以降、北海道の文

化財保護活動を支援してきた会です。この会で毎年、文化財保護功労者表彰とい

うことで北海道の文化財の保護、活用あるいは文化財を大切にするという考え方

の普及に功労のあった方を表彰しています。今回は、４９回目となるのですが、

この表彰の対象ということで石狩市郷土研究会の顧問をしていただいている田中

實さんが表彰を受けることになりました。田中實さんは、石狩の本町出身の方で

長く石狩町役場で活躍された方で、役人としての仕事とは別に、ずっと若い頃か

ら石狩市の地域の歴史文化に興味を持たれて、研究活動を地道に続けてこられ、

実際に論文等も発表されています。全道的にもよく知られた方ですが、今、石狩

市の郷土資料研究会という４０年以上活動を続けている会で活動もされてきまし

た。今回、石狩市郷土研究会の方から推薦があり、石狩市教育委員会としても功
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績があるということで推薦し、その結果、受章が決まったということで、明日表

彰式があるのですが、教育長も出席いたします。全道的な表彰ですので、石狩市

としても非常に名誉なことでありますので報告いたしました。以上です。 

 

（徳田委員長）ただいま、事務局から説明がありましたこの件について、ご質問

等ありませんか。 

 

質疑応答 

（門馬委員）石狩の方が受章するのは、これが初めてですか。 

（工藤課長）実は２年ほど前に「石狩市郷土研究会」が、文化財保護協会の４０

周年記念というような部分も含めて、会が受章しております。今回は、個人とい

うことです。功績のわりには、順番としては遅かったという感じも持っています。 

 

（徳田委員長）他に質問等がないようですので、この件を了解ということでよろ

しいですか。 

 

異議なし 

 

（徳田委員長）ご異議なしと認め、本件を了解しました。 

 

（徳田委員長）教育委員の皆さんから何かございませんか。 

 

なし 

 

（徳田委員長）以上で、日程第４ その他を終了します。 

 

 

日程第５ 次回定例会の開催について 

  

（徳田委員長）日程第５ 次回会議の開催日程を議題とします。 

 

（徳田委員長）次回については、１１月１８日の月曜日、１０時００分からの開

催を予定しております。よろしくお願い申し上げます。 

 

（徳田委員長）以上をもちまして、公開案件は終了します。公開案件の説明員以

外の方は、ご退席願います。 
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【非公開案件の審議等】 

 

（徳田委員長）ただいまから、教育委員会会議規則第１５条に基づき、非公開案

件の審議等を行います。 

 

日程第３ 報告事項 

 

（徳田委員長）日程第３ 報告事項を議題とします。 

 

⑤ 学校の指導に関する報告について【非公開】 

 

（徳田委員長）報告事項⑤学校の指導に関する報告について、事務局から説明を

お願いします。 

 

（蛯谷課長）口頭にて説明。 

 

（徳田委員長）ただいま、事務局から説明がありましたこの件について、ご質問

等ありませんか。 

 

質疑等省略 

 

（徳田委員長）他に質問等がないようですので、報告事項⑤を了解ということで

よろしいですか。 

 

異議なし 

 

（徳田委員長）ご異議なしと認め、報告事項⑤を了解しました。 

 

（徳田委員長）以上で、日程第３ 報告事項を終了します。 

 

閉会宣告 

 

（徳田委員長）以上をもって、１０月定例会の案件は全て終了いたしました。以

上で、平成２５年度教育委員会会議１０月定例会を閉会いたします。 
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閉 会 午後３時２２分 

 

会議録署名 

 

上記会議の経過を記録し、その相違ないことを証するため、ここに署名します。 

   

平成２５年１１月１８日 

 

委 員 長  徳 田 昌 生 

 

署名委員  門 馬 冨士子 


